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　マレイシア標準工業研究所計量センター（Measurement Center of Standards and

Industrial Research Institute of Malaysia（SIRIM））は1981年から４年間実施さ

れたJICAのプロジェクト方式技術協力によって初期の立ち上げを行った機関で、計量分

野にかかわる各種活動を行ってきました。しかし、近年のマレイシアの急速な工業化に

伴い、中小企業の製造技術の高度化が進み、既存設備・技術では対応ができなくなって

きました。

　それに対応するため、SIRIMではJICA開発調査「工業標準化・品質管理振興計画」、

「SIRIM計量センター拡充計画」の調査結果等を基に、その方向性を検討し、計量セン

ターは、第６次マレイシアプランにおいて、その設備拡充、新研究所建設のための予算

を獲得し、また開発調査の提言に従い校正部門を第３セクターに移管し、より高度な国

家研究機関になるべく体制整備を開始しました。しかし、計量分野の技術レベルの向上

には、各々の分野の研究者の協力が必須であり、その一助となるべくプロジェクト方式

技術協力の要請を日本政府に提出しました。

　これに対し、日本政府は1995年３月に事前調査、1995年６月に長期調査員を派遣した

後、1995年９月に実施協議調査団を派遣して討議議事録（Record of Discussions）の

署名を行いました。

　本プロジェクトは、同討議議事録に基づき、計量センターが「長さ」、「電気」、

「圧力」、「振動」の各分野において、より精度の高い計量標準を維持できるようにな

ることを目標として、1996年３月１日から、４年間の協力を開始しました。

　今次調査では、2000年２月29日の協力期間終了を控え、当初計画に照らしてプロジェ

クトの活動実績、運営管理状況、カウンターパートへの技術移転状況等を「評価５項

目」に沿い調査すると同時に、当初目標の達成度を判定したうえで、今後の協力方針に

ついて、マレイシア側評価チーム、実施機関等と協議し、合同評価報告書、及びミニッ

ツで確認しました。

　本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

　ここに本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた日本及びマレイシア両国の関係各位

に対し、深甚の謝意を表するとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。

　　1999年10月

国 際 協 力 事 業 団
理 事　　大 津 幸 男
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第１　終了時評価調査団の派遣第１　終了時評価調査団の派遣第１　終了時評価調査団の派遣第１　終了時評価調査団の派遣第１　終了時評価調査団の派遣

１　調査団派遣の経緯と目的１　調査団派遣の経緯と目的１　調査団派遣の経緯と目的１　調査団派遣の経緯と目的１　調査団派遣の経緯と目的

　マレイシア標準工業研究所（SIRIM）の計量センターは、1981年から４年間実施されたJICAの

プロジェクト方式技術協力によって設立されたものである。現在約50名の職員を擁しており、産

業界からも有効に活用されてきている。

　しかしながら、近年のマレイシアの急速な工業化に伴い、中小企業の製造技術の高度化が進

み、現在の計量センターの設備・技術では、試験、計量、校正にかかわる産業界の要請に十分応

えきれない状況となり、そのため、マレイシア政府は計量センターの機能強化を目的として、プ

ロジェクト方式技術協力の実施を要請越した。

　これを受け、日本政府は1995年３月に事前調査、1995年６月に長期調査員を派遣した後、1995

年９月に実施協議調査団を派遣してR/Dの署名・交換を行い、1996年３月１日から、計量セン

ターが「長さ」、「電気」、「圧力」、「振動」の各分野において、より精度の高い計量標準を

維持できるようになることを目標として、4年間の協力を開始し、1998年度までに長期専門家７

名、短期専門家22名が派遣され、研修員11名を受け入れている。

　今次調査では、2000年２月29日の協力期間終了を控え、当初計画に照らしてプロジェクトの活

動実績、運営管理状況、カウンターパート（C/P）への技術移転状況等を「評価５項目」に沿い

調査すると同時に、当初目標の達成度を判定した上で、今後の協力方針について、マレイシア側

評価調査チーム、実施機関等と協議し、合同評価報告書、及びミニッツで確認する。

　また、評価結果から即応性の高い教訓及び提言等を導きだし、今後の協力の進め方または実施

方法改善に役立てるとともに新規の類似案件形成・実施に資する。

２　評価調査項目２　評価調査項目２　評価調査項目２　評価調査項目２　評価調査項目

　(1) 評価５項目

　　１）目標達成度

　　２）実施の効率性

　　３）効果

　　４）案件の妥当性

　　５）自立発展性

　(2) 総括（上記評価５項目の総合評価）

　(3) 今後の協力方針

　(4) 教訓及び提言
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３　調査団の構成３　調査団の構成３　調査団の構成３　調査団の構成３　調査団の構成

　氏　名 　担当業務 　　　　　　　　　　所　　　　　属

 萩野　　瑞 団長・総括 国際協力事業団　国際協力総合研修所　国際協力専門員

 臼田　　孝 技術協力計画 通商産業省　工業技術院　標準部　知的基盤課

 秋元　義明 計量標準 通商産業省　工業技術院　計量研究所　国際計量研究協力官

 木村　弘則 評価監理 国際協力事業団　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力第一課　課員

 松本　　彰 評価分析 アイ・シー・ネット株式会社

４　調査日程４　調査日程４　調査日程４　調査日程４　調査日程

日順  月　日 曜日 　　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　程
団長、技術協力計画、評価監理 　　計量標準 　評価分析（コンサルタント）

 １ 10月13日  水 10：00　日本発（MH089）
16：35　クアラルンプール着

 ２ 10月14日  木 　　　　専門家との打合せ、インタビュー
 ３ 10月15日  金 　　　　C/P等インタビュー
 ４ 10月16日  土 　　　　データ整理・分析
 ５ 10月17日  日 　　　　データ整理・分析
 ６ 10月18日  月 　　　　企業インタビュー
 ７ 10月19日  火 12：55　日本発（JL723） 　　　　MOSTEインタビュー

19：00　クアラルンプール着 　　　　企業インタビュー
 ８ 10月20日  水  9：00　EPU表敬 12：55　日本発（JL723） 　　　　官団員に合流

11：00　JICA事務所打合せ 19：00　クアラルンプール着
14：00　専門家との打合せ

 ９ 10月21日  木  9：30　Kick-off meeting（出席者：NMC幹部、調査団、専門家チーム）
11：00　専門家との打合せ
15：00　NMC視察

 10 10月22日  金  9：30　NMCとの打合せ（出席者：NMC幹部、調査団、専門家チーム）
11：00　SIRIM Property Management Dept.との打ち合わせ（出席者：NMC所長、調査団）
14：00　専門家との打合せ

 11 10月23日  土 　　　　団内打合せ、調査結果取りまとめ
 12 10月24日  日 　　　　団内打合せ、調査結果取りまとめ
 13 10月25日  月  9：30　専門家との打合せ

14：30　マレイシア側評価チームとの協議
 14 10月26日  火 10：30　NMCとの打合せ（出席者：NMC幹部、調査団、専門家チーム）

　　　　調査結果取りまとめ
 15 10月27日  水 10：30　マレイシア側評価チームとの協議（出席者：マレイシア側評価チーム、調査団、専門家チーム、JICA事務所員）

　　　　調査結果取りまとめ
 16 10月28日  木   9：30　合同調整委員会（出席者：EPU、MOSTE、DSM、SIRIM、NMC幹部、調査団、JICA事務所）

15：30　NMCとの打合せ（出席者：NMC幹部、調査団）
 17 10月29日  金  9：30　ミニッツ・合同評価報告書署名

14：00　日本国大使館報告
15：00　JICA事務所報告

 18 10月30日  土  9：00　クアラルンプール発（MH092）
17：00　日本着

EPU（Economic Planning Unit）：経済企画庁
MOSTE（Ministry of Science, Technology and Environment）：科学技術環境省
DSM（Department of Standards, Malaysia）
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５　主要面談者リスト５　主要面談者リスト５　主要面談者リスト５　主要面談者リスト５　主要面談者リスト

　〈マレイシア側〉

　(1) マレイシア側評価チーム

Dr. Mohd.Yusoff Bin Zakaria Leader

Vice President （Standards and Quality）

SIRIM Berhad

Mr. Md.Nor Md.Chik General Manager

National Metrology Center （NMC）

Mr. Abdul Rashid Zainal Abidin Manager

Electric Metrology Section

National Metrology Center （NMC）

Mr. Chen Soo Fatt Manager

Mechanical Metrology Section

National Metrology Center （NMC）

Ms. Nik Rahini Nik Ishak Manager

Quality and Technical Coordination Section

National Metrology Center （NMC）

Ms. Jayamalar A/P Savarimuthu Senior Manager

Corporate Planning & Division Section

SIRIM Berhad

Mr. Ramli Mohd.Noor Ministry of Science Technology & Environment

Assistant Director International Division

　(2) SIRIM Berhad（マレイシア側評価チームを除く）

Mr. Abdul Aziz Bin Abdul Manan Senior Vice-President

Mr. Zulkifli Hj.Abdullah General Manager

Property Management Department

Ms. Zanariyah Ali Executive

Corporate Planning & Development

　(3) 経済企画庁（EPU）

Mr. K.Thillainadarajan External Assistance Section

Mr. Ahmad Zamri Khairuddin Commerce and Industrial Section

　(4) Department of Standards Malaysia（DSM）

Ms. Robiah Ibrahim Director
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Standards Division

　(5) 国家計量センター（NMC）

Mr. Zin Hashim Manager

Flow Metrology Section

National Metrology Center （NMC）

　〈日本側〉

　(1) 在マレイシア日本国大使館

奈須野　太 二等書記官

　(2) JICAマレイシア事務所

岩波　和俊 所長

寺西　義英 次長

山村　直史 所員

　(3) マレイシアSIRIM計量センター（フェーズⅡ）専門家

作間　英一 チーフアドバイザー

福永　理和 業務調整

笹田　有功 長さ長期専門家

加藤　敏男 電気長期専門家

６　主要面談録６　主要面談録６　主要面談録６　主要面談録６　主要面談録

　経済企画庁（EPU）表敬

　　日時：10月20日9：00～9：30

　　先方：Mr. Ahmad Zamri Khairuddin Commerce and Industrial Section

　　　　　Mr. Md Nor bin Md Chik General Manager, NMC

　　当方：調査団全員

　　　　　作間リーダー、福永調整員 SIRIM計量センタープロジェクト

　　　　　山村　直史 JICAマレイシア事務所所員

　調査団長より、本プロジェクトへのマレイシア政府の支援に対し、感謝するとともに、調査団

の目的について説明があった。

　先方より、本プロジェクトへの日本側の協力に感謝するとともに、2020年までに先進国入りを

めざしているマレイシアにとって、計量標準は成長のための基盤技術の一つと考えている旨、発

言があった。

　団長より、マレイシアの経済状況と国家開発計画の現状について質したところ、先方より金融
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危機以降、資本統制を行い通貨も安定しつつあり、1999年の経済成長は3.6％に上方修正したと

ころであるとの説明があった。また現在の第７次マレイシアプラン（1996-2000）に続く第８次

マレイシアプラン（2001-2005）は2000年に準備を整え、2001年3月から6月頃議会で承認を得る

予定であり、現在さまざまなレベルから候補となるプロジェクトをEPUが集めているとの説明が

あった。同プランでは、人口増加への対応、金融安定化、セーフティネットの充実を図るととも

にMultimedia Super Corridor、科学技術の振興にも力を入れるとの説明があった。また、第

７次マレイシアプランで予算が確保されたプロジェクト（新センターの建設を含む）について

は、継続案件として2001年に繰り越し可能であるとの説明があった。

　合同調整委員会

　　日時　　　10月28日10：00～10：30

　　場所　　　SIRIM Block 1

　　出席者

　　先方

　　Dr. Mohd.Yusoff Bin Zakaria Vice President （Standards and Quality）

SIRIM Berhad

　　Mr. Ramli Mohd.Noor Assistant Director International Division

Ministry of Science Technology & Environment

　　Mr. K.Thillainadarajan External Assistance Section, EPU

　　Ms. Robiah Ibrahim Director, Standards Division, DSM

　　Ms. Jayamalar A/P Savarimuthu Senior Manager

Corporate Planning & Division Section, SIRIM Berhad

　　Ms. Zanariyah Ali Executive

Corporate Planning & Development, SIRIM Berhad

　　Mr. Md.Nor Md.Chik General Manager, NMC

　　Mr. Abdul Rashid Zainal Abidin Manager, Electric Metrology Section, NMC

　　Mr. Chen Soo Fatt Manager, Mechanical Metrology Section, NMC

　　Ms. Nik Rahini Nik Ishak Manager, Quality and Technical Coordination Section

NMC

　　当方　調査団全員

　　　　　専門家チーム

　　　　　山村　直史 JICAマレイシア事務所所員
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　Yusoff SIRIMバイスプレジデントを進行役として、開会の辞の後、Nor NMC所長からプロジェ

クトの概要と経緯について説明があった。続いて作間リーダーより、1998年７月の着任以来専門

家チーム、NMC、JICAの間の良好なコミュニケーションを保つべく腐心してきたが、プロジェク

トが成功裡に終了しようとしていることは喜ばしいとのコメントがあった。続いて萩野団長より

今次評価調査の概要について説明があった。

　その後の意見交換では、Yusoff SIRIMバイスプレジデントより本プロジェクトへの日本側の

協力に感謝するとともに、新センターへの移転に際しては、日本側からの技術支援を要望したい

旨、重ねて発言があった。

　なお、新計量法制定の現状について、DSMより、SI単位ではないものの広く使用されている単

位（商取引用）をどのように新計量法で扱うかについての調整に時間がかかっているが、1999年

内にcabinet approval、2000年早々にはparliament approvalが得られる見込みであるとの説

明があった。



－7－

第２　調査・協議結果概要第２　調査・協議結果概要第２　調査・協議結果概要第２　調査・協議結果概要第２　調査・協議結果概要

１　終了時評価の実施１　終了時評価の実施１　終了時評価の実施１　終了時評価の実施１　終了時評価の実施

　(1) 調査団は、マレイシア側の実施機関である国家計量センター（NMC）及びその上位機関で

あるマレイシア標準工業研究所（SIRIM）との協議、NMCが実施する校正サービスの顧客、並

びに他の関係機関、C/Pに対するアンケート調査・面談等を行い、評価５項目に基づき、目

標達成度、効果、実施効率性、計画の妥当性、自立発展性について評価分析を行った。評価

結果については、国際協力事業団国際協力総合研修所萩野国際協力専門員を団長とする日本

側評価チームと、SIRIM Yusoff Vice Presidentをリーダーとするマレイシア側評価チー

ムとの協議に基づき、合同評価調査報告書（Joint Evaluation Report）にとりまとめた。

　(2) 本調査を通じ、本プロジェクトが日本・マレイシア双方の関係者の協力と努力のもとに

運営され、成功裡に終了する見込みであることが確認できた。本プロジェクトの成果とし

て、NMCにおいて長さ、圧力、電気、振動分野の計量標準の精度が向上し、それに伴い校正

技術が向上し、外部からの高度な校正サービス依頼に対応できるようになった。また、NMC

は、2000年内のISO/IEC17025取得をめざし、文書管理等、研究所としての品質管理体制を整

えつつある。さらに、NMCは、国際比較への参加を通じて自らの国際的な技術水準を確認す

るとともに、国際認知も高まっており、また、マレイシアはMRA（計量標準の相互承認）の

署名に向けて動いていることから、上位目標であるマレイシアにおける計量標準システムの

技術的・法的確立に向けて、一定の寄与をしていることが確認された。

　(3) 評価調査の結論としては、本プロジェクトにおいては、離職や異動によるC/Pの不足が一

部にあったものの全体として投入は適切になされており、期待された成果はほぼ達成され

た。プロジェクト目標についても、協力期間終了までに達成される見込みである。また、プ

ロジェクト終了後も、NMCにおいて、経験の蓄積・国際的な技術交流により、計量標準にか

かわる技術の向上が図られると期待される。

　　　一方、プロジェクト終了後に予定されているNMCの移転に関しては、後述するように新セ

ンターの測定環境評価や一部精密機材の再据え付け・調整等、マレイシア側が対応できない

部分について日本側のフォローアップ協力が望まれる部分があるが、それにより、計量標準

研究所としては現在より良い環境が得られることから、上記とあわせ今後の自立発展性は高

いと考えられる。
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　(4) 評価調査結果の要約

　　（評価５項目ごとの結果の詳細については、合同評価調査報告書及び終了時評価調査表のと

おり）

　１）目標達成度

　　　日本側の適切な投入により、期待された成果（0.プロジェクト運営体制の整備、長さ、圧

力、電気、及び振動分野における１．機材の供与、据え付け、操作、維持管理、２．C/Pの

育成、３．計量標準の精度向上、４．校正システムと技術の改善）はほぼ達成された。

　　　また、各分野での計量標準の種類及び領域が拡大し、不確かさが改善された結果、各分野

における計量標準がより高い精度で維持管理されるようになるとともに、より高度な校正

サービスに対応できるようになった。

　以上のことから、プロジェクト目標は、協力期間内に達成される見込みである。

　２）実施の効率性

　　　日本側の投入の規模・タイミングはおおむね妥当であった。一部機材の納入遅れがあった

分野については、専門家の派遣期間延長、再派遣により対応し、所期の目標を達成した。ま

た、NMCの所長をはじめとした幹部に対してC/P研修を実施したことは、その後のプロジェク

トの運営管理において効果があった。

　　　一方、マレイシア側の投入もおおむね適切であったが、異動や離職により、C/Pの配置は

当初の計画に比べると不足していた。また、マレイシア側が購入した機材は、日本側が供与

した機材とともにプロジェクトの中で有効に活用されたが、空調等の測定環境については、

一部高精度な測定には十分でない面があった。

　　　国内支援体制については、C/P研修の実施、専門家のリクルート、技術支援において良好

に機能した。C/P研修のうち一部実施できなかった研修項目については、その後派遣された

短期専門家による指導で対応した。

　　　NMCは二国間比較をはじめアジア太平洋計量プログラム（APMP）の活動に積極的に参加し

ており、1998年８月にSIRIMで開催した第14回APMP総会期間中には、本プロジェクトを含め

NMCを公開するなど、APMP及び各国の関係標準機関との関係強化を図っている。

　３）案件の効果

　　　プロジェクトの実施によりNMCの技術能力は向上し、校正サービス機関に対し、より高度

な校正サービスを提供できるようになった。また、国際比較に参加し、自らの技術水準を確

認するとともに計量標準の同等性・透明性の確保を図っている。これらは上位目標であるマ

レイシアにおける国家計量標準システムの法的・技術的確立に対し、技術面から貢献してお

り、現在最終審議中の国家計量システム法の制定によってNMCの法的位置づけが明確になれ

ば、貢献度は、よりはっきりすると見込まれる。
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　　　NMCの技術能力向上に伴い、日系企業を含む多くの企業から高度な校正が依頼されるよう

になり、NMC及び計量標準に対する産業界の認識も高まりつつある。

　４）計画の妥当性

　　　貿易障壁を取り除く一つの方策として、計量標準分野においては、計量標準の同等性、透

明性を高め、相互承認協定を締結しようという国際的な動きがあり、マレイシア政府もその

重要性を第７次マレイシア計画などの中で認識しており、上位目標は国家政策と整合してい

るといえる。

　　　上記の国際的な動きは各国の持つ計量標準の同等性、透明性を高めることにより国際貿易

を促進することを目的としており、国際貿易での受益者は民間企業であることから、国家計

量標準システムを確立することに対する民間企業のニーズは高いといえる。

　　　NMCにおいて計量標準が高い精度で維持管理されることは、国家計量標準システムの確立

に技術的な面から貢献することになることから、プロジェクト目標は上位目標と整合してお

り、現時点、さらに協力終了後においても、妥当であるといえる。

　　　計画策定段階において、NMCの計量標準研究所としての品質管理体制が十分には把握され

ておらず、技術移転項目としても明確化されていなかったため、プロジェクトにおいて対応

する範囲が不明確であった。

　　　一部技術的な目標設定についての日本・マレイシア間の協議が十分でなく、その後の技術

移転活動において、専門家への負担が大きくなった部分があるが、全体としてはC/Pへの技

術移転は着実に進捗し、計画設定の内容はおおむね妥当であったと判断される。

　５）自立発展性

　　　科学技術環境省（MOSTE）は「マレイシア国家計量システム法、National Measurement

System Act.」の法制化を進めている。この法律によって、国家計量標準システムが整備さ

れ、現行では公社化されているSIRIMの一研究機関であるNMCの法的位置づけが明確となり、

かつそのシステムの中で大きな役割を担うことが期待される。

　　　NMCは、2000年に、ISO/IEC 17025を取得すべく準備を進めており、計量管理体制が確立

されることが期待される。

　　　NMCはAPMP技術委員会にも加わって活動を行っており、APMP内でのNMCの認知度が高まり

つつある。今後もNMCは基幹比較等APMP活動に引き続き参加を計画している。

　　　以上のことからNMCの組織的な自立発展性は高いと判断される。

　　　NMCの予算は現在まで100％政府より支出されている。政府は計量標準の重要性を認識して

いることから、第８次マレイシア計画（2001-2005）のもとでも一定の予算は確保されると

見込まれる。また、計量標準機材の定期校正や保守管理に必要な予算も現在まで確保されて

おり、今後も確保される見通しである。
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　　　新センター建設・移転費用については、第７次マレイシア計画（1996-2000）で開発予算

（Capital Budget）として計上されており、建設が遅れた場合には、2001年に繰り越しが

可能であることを確認した。

　　　技術的な観点からは、協力期間内に、NMCが独自に活動を継続できるだけの技術レベルに

達する見込みであり、また、移転した技術を維持・発展させるためのベースとなる計測管理

体制も整備が進められつつある。

　　　また、今後もAPMP域内及び二国間の国際比較を継続する予定である。

　　　また、新センターへの移転により、計量標準の精度向上とともに分野・種類・領域を拡張

するため、より広い研究室スペースが確保され、空調などの測定環境もより整備されるもの

と期待される。一方、移転に伴い、職員の離職が懸念されるが、離職を可能な限り防ぐため

の方策を講じる予定であることを確認した。

　(5) 提言・教訓

　　１）提　言

　　　・現在最終審議の段階にある国家計量システム法の制定は、国家計量標準システムが技術

的、法的に確立されるという上位目標を達成するための重要なステップの一つであり、

また関係諸機関の責任分担等、国内のトレーサビリティ体制を明確にすることになるこ

とから、マレイシア政府の強い指導力により、国家計量システム法を早期に制定させる

ことが望まれる。

　　　・NMCの持続的な発展のためには、国際比較に継続的に参加することが必要である。それ

により、国際的に自らの技術水準を確認できるばかりではなく、計量標準の同等性、透

明性を確保することにより国際的な計量標準機関として位置づけられることが期待され

る。

　　　・計量標準にかかわる技術のみならず、周辺技術に関しても技術革新への対応が重要であ

り、国内外の会議への出席、インターネットの活用などにより、最新技術に触れる機会

を常に確保しておく必要がある。

　　　・現在のNMCの職員数は、国家計量標準機関としては多くなく、今後NMCが国内のさらに高

度な校正サービスに対応し、新センターに移転後も計量標準にかかわる技術を向上させ

国際的な技術レベルに到達するためには、職員数の充実を図る必要がある。

　　　・計量標準の定期校正、機材の保守、及び消耗品やスペアパーツの購入のため、必要な予

算を継続的に確保する必要がある。

　　　・計量標準にかかわる技術は、マレイシアの知的財産であることから、組織的に共有すべ

きであり、それを実現するために、文書化の徹底、内部研修の実施等による人材育成を
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図る必要がある。

　　２）教　訓

　　　・日本国内の専門家のリソースが限られる計量分野のプロジェクトの場合、計画段階にお

いて、国内の専門家のリソース、国内支援体制の早期構築、相手側のニーズ、相手側の

国内の標準供給体制を確認し、これを踏まえ適切な協力範囲、期間を設定する必要があ

り、それらの検討に十分時間を割くべきである。

　　　・近年、国家計量標準機関を取り巻く世界情勢として、I S O 9 0 0 0シリーズ及びI S O /

IEC17025に基づき、品質保証や研究所の運営体制を確立することが趨勢となっている。

したがって、国家計量標準機関に対する協力プロジェクトを実施する場合には、事前調

査段階で計量管理分野の専門家を派遣し、相手側実施機関の運営体制を把握したうえ

で、プロジェクトにおいて対応する範囲を明確にしておく必要がある。

２　合同調整委員会の開催２　合同調整委員会の開催２　合同調整委員会の開催２　合同調整委員会の開催２　合同調整委員会の開催

　10月28日、本プロジェクトの合同調整委員会を開催し、上述の合同評価調査報告書の内容につ

いて確認した。

３　本プロジェクト終了時までの投入計画３　本プロジェクト終了時までの投入計画３　本プロジェクト終了時までの投入計画３　本プロジェクト終了時までの投入計画３　本プロジェクト終了時までの投入計画

　マレイシア側とプロジェクト終了時までの投入計画、今後の協力（下記４）について確認・意

見交換を行い、結果をミニッツに取りまとめ、日本側萩野団長及びSIRIM Aziz Vice-President

との間で、署名・交換を行った。

　(1) 長期専門家４名の派遣（継続）

　　　ミニッツに記載のとおり。

　(2) 短期専門家

　　　ミニッツに記載のとおり、高周波パワー分野の短期専門家を１名（11月中旬から12月中旬

まで）派遣する。

４　今後の協力４　今後の協力４　今後の協力４　今後の協力４　今後の協力

　(1) 先方から、新センターの建設（現時点では2000年12月完成予定）後の移転に伴い、現在

は適切に維持管理されている計量標準機器の精度が低下することが懸念されることから、NMC

が対応できない部分に対し、日本側の追加的協力を行ってほしい旨要望があった。日本側も

この問題を認識し、技術支援（フォローアップ協力）の必要性を確認した。

　　　上記に沿って、フォローアップ協力における移転対策、測定環境評価、機材据え付け・調

整の専門家を含む暫定投入計画を作成した。
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　(2) マレイシア側から､新センターの建設業者（１社）との契約が10月27日に財務省により承

認され、本年11月に着工、2000年12月に完工予定である旨、説明があり、詳細建設計画を策

定次第日本側に提出することとした。

　(3) また、フォローアップ実施にあたっての前提条件を以下のとおり確認した。

　　１）建設計画及び移転計画の策定

　　２）移転業者との契約

　　３）移転後の各研究室への人員配置の確保

　　４）移転費用の確保

　以上に関し、マレイシア側は、新センターの建設と上記前提条件の進捗についてモニターし、

３か月ごとにJICA事務所に報告することとした。

　(4) さらに、フォローアップ実施までに必要なステップを以下のとおり確認した。

　　１）マレイシア側が新センターの詳細建設計画を提出する。

　　２）マレイシア側が、上記前提条件を満たしたことを示す報告書をJICA事務所に提出する。

　　３）マレイシア側の関係省庁の承認後、マレイシア側が専門家のTORを含む正式要請書を日

本政府に提出する。暫定的な提出期限は2000年12月とする。

　　４）正式要請を受けて、日本側がフォローアップ協力実施の要否、協力時期・内容について

検討する。

　　５）日本側関係省庁の承認後、フォローアップ協力に対するR/D（及び要すればM/D）の署

名・交換を行う。

　(5) プロジェクト終了後の他のスキームの協力に関して、先方からNMCの2000年内のISO/

IEC17025取得をめざし、その準備状況の評価を目的として計量管理分野の専門家を派遣し

てほしい旨、要望があった。
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第３　調査・協議結果第３　調査・協議結果第３　調査・協議結果第３　調査・協議結果第３　調査・協議結果

１　評価用PDMの確
　　定

２　評価調査の方法

・1998年10月の巡回指導調査におい
て、「プロジェクトの要約」の内容を
整理する形で「プロジェクトの要約の
詳細」を付記するとともに、指標、指
標データ入手手段、及び外部条件につ
いて見直しを行った。
・今次終了時評価にあたり、プロジェ
クトにおいて、上記見直し後のPDMに
ついて、再確認を行い、以下の点を変
更している。
(1) 指標データの入手手段中、「０
Administration record」を、相当す
るもの（定例会議リストなど）がない
ことから削除した。

・指標の妥当性、及
び指標データ入手
手段の入手可能性
を含め、左記案の
内容を日本側評価
チームとマレイシ
ア側の間で再確認
したうえで、評価
用P D M を確定す
る。

・評価調査の方法
の概略は以下のと
おり。
(1)「評価用PDM」を
もとに、「評価グ
リッド」を作成
し、調査項目、確
認事項、及び情報
源を整理する。な
お、主な情報源は
以下のとおり。
　1)EPU、MOSTE、
SIRIM、NMC、
SST等の関連機
関及びNMCに校
正サービスを依
頼している民間
企業等に対する
質問票及びイン
タビュー

　2)専門家、C/Pに
対する質問票及
びインタビュー

　3)活動状況を示す
諸資料

(2) 「評価5項目｣に
従って「終了時評
価調査票」及び
「合同評価報告
書」（J o i n t
E v a l u a t i o n
Report）ドラフト
として評価結果を
取りまとめる。

・左記のとおり再確
認し、評価用PDM
を確定した。
　（合同評価報告書
Annex 1参照）

・マレイシア側評価
チームとの協議に
際し、左記を説明
し、理解を得た。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果
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３　合同評価報告書
　　の作成

(1) プロジェクト目
標の達成度

・評価用PDM（案）のプロジェクト要
約の詳細において、本プロジェクト
の目標は、「NMCにおいて、長さ、
圧力、電気、及び振動分野の計量標
準が、より高い精度で維持される」
ことであると整理している。

・下記(1)～(7)につ
いて、対処方針に
従い評価調査を実
施し、評価結果
を、マレイシア側
評価チームと協議
の上、合同評価報
告書として取りま
とめる。

・プロジェクトの成
果の達成度合い、
及びそれが目標の
達成にどの程度結
びついたかを検討
する。

・左記のとおり評価
調査を実施し、マ
レイシア側評価
チームとの間で、
合同評価報告書に
評価結果を取りま
とめた。

・日本側の適切な投
入により、期待さ
れた成果（０．プ
ロジェクト運営体
制の整備、長さ、
圧力、電気、及び
振動分野における
１．機材の供与、
据え付け、操作、
維持管理、２．C/
Pの育成、３．計
量標準の精度向
上、４．校正シス
テムと技術の改
善）はほぼ達成さ
れた。
　　また、各分野で
の計量標準の種類
及び領域が拡大
し、不確かさが改
善された結果、各
分野における計量
標準がより高い精
度で維持管理され
るようになるとと
もに、より高度な
校正サービスに対
応できるように
なった。
　　以上のことか
ら、プロジェクト
目標は、協力期間
内に達成される見
込みである。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果
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(1) プロジェクト目
標の達成度

　　（続き）

(2) 案件の効果 ・評価用PDM（案）のプロジェクト要
約詳細において、本プロジェクトの
上位目標は「国家計量標準が技術
的、法的に確立される」ことである
と整理している。

・また、成果から目
標につながるのを
阻害／促進した要
因についても調査
する。

・プロジェクトの上
位目標に対するこ
れまでの協力の貢
献度を評価する。

・直接的、間接的
に、プロジェクト
活動がマレイシア
国社会・企業に及
ぼした影響につい
て調査し、評価す
る。

・NMCの技術能力の
向上に伴い、校正
サービス業務（高
精度なもの及び要
求精度は低いもの
の他の校正サービ
ス機関では対応で
きないもの）が増
加し、技術移転の
ための時間が十分
割けなくなる面が
あった。

・プロジェクトの実
施によりNMCの技
術能力は向上し、
校正サービス機関
に対し、より高度
な校正サービスを
提供できるように
なった。また、国
際比較に参加し、
自らの技術水準を
確認するとともに
計量標準の同等
性・透明性の確保
を図っている。
・これらは上位目標
であるマレイシア
における国家計量
標準システムの法
的・技術的確立に
対し、技術面から
貢献しており、現
在最終審議中の国
家計量システム法
の制定によって
NMCの法的位置づ
けが明確になれ
ば、貢献度は、よ
りはっきりすると
見込まれる。
・NMCの技術能力向
上に伴い、日系企
業を含む多くの企
業から高度な校正
が依頼されるよう
になり、NMC及び
計量標準に対する
産業界の認識も高
まりつつある。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果
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(3) 実施の効率性
　1)投入の確認

〈日本側〉
　1995年９月の実施協議調査で作成
し、以降、累次の調査団で見直した暫
定実施計画（TSI）に従って、専門家
派遣、研修員受入れ、機材供与を実施
してきた。日本側からは、ほぼ計画ど
おり投入した。
〈1999年９月までの投入実績〉
　(1) 専門家派遣（延べ人数）
　　1)長期専門家
　　　a)チーフアドバイザー：２名
　　　b)業務調整員：１名
　　　c)長さ：１名
　　　d)圧力：１名
　　　e)電気：１名
　　　f)振動：１名
　　2)短期専門家：24名
　　　（協力期間終了までに、１名を
　　　派遣予定）
　(2) 研修員受入れ：14名
　(3) 機材供与：
　　　　　　　 約３億5254万3000円
　(4) ローカルコスト支援：
　　　　　　　　　　 1102万5000円
　(5) 総経費：約７億8000円
　（上記経費には、プロジェクト終了
までの見込み額を含む）

〈マレイシア側〉
　(1) ローカルコスト措置：
　　　　　　　　約1001万リンギット
　　　　　　　　　　（３億30万円）
　(2) C/P配置（延べ27名）
　(3) 建物施設整備（プロジェクト開
始前までに実験室の増築完了）

　(4) 機材調達：各分野の計量標準機
材（約551万3000リンギット）

・日本・マレイシア
双方の投入計画及
び実績を確認す
る。

・左記について確認
した。（プロジェ
クト終了までの投
入計画について
は、4(1)参照）

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果
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(3) 実施の効率性
（続き）

　2)実施の効率性 ・一部機材の納入遅れ（特にプロジェ
クト開始時）があったが、おおむね
計画どおりにプロジェクトは進捗
し、所期の成果を達成している。

・投入の規模・タイ
ミングの妥当性に
ついて確認する。
・投入とプロジェク
トの成果との関係
について確認す
る。

・プロジェクトの支
援体制について確
認する。

・日本側の投入の規
模・タイミングは
おおむね妥当で
あった。
　　一部機材の納入
遅れがあった分野
については、専門
家の派遣期間延
長、再派遣により
対応し、所期の目
標を達成した。
　　また、NMCの所
長をはじめとした
幹部に対してC/P
研修を実施したこ
とは、その後のプ
ロジェクトの運営
管理において効果
があった。
　　一方、マレイシ
ア側の投入もおお
むね適切であった
が、異動や離職に
よりC/Pの配置は
当初の計画に比べ
ると不足していた｡
　　また、マレイシ
ア側が購入した機
材は、日本側が供
与した機材ととも
にプロジェクトの
中で有効に活用さ
れたが、空調等の
測定環境について
は、一部高精度な
測定には十分でな
い面があった。
・国内支援体制につ
いては、C/P研修
の実施、専門家の
リクルート、技術
支援において良好
に機能した。C/P
研修のうち一部実
施できなかった研
修項目については､
その後派遣された
短期専門家による
指導で対応した。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果
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　2)実施の効率性
　（続き）

(4) 案件の妥当性

・関連機関との連携
について確認す
る。

・マレイシア国の国
家政策と本プロ
ジェクトの位置づ
けを確認し、上位
目標の妥当性を確
認する。

・NMCは二国間比較
をはじめアジア太
平洋計量プログラ
ム（APMP）の活動
に積極的に参加し
ており、1998年８
月にSIRIMで開催
した第14回APMP総
会期間中には、本
プロジェクトを含
めNMCを公開する
など、APMP及び各
国の関係標準機関
との関係強化を
図っている。

・貿易障壁を取り除
く一つの方策とし
て、計量標準分野
においては、計量
標準の同等性、透
明性を高め、相互
承認協定を締結し
ようという国際的
な動きがあり、マ
レイシア政府もそ
の重要性を第７次
マレイシア計画な
どの中で認識して
おり、上位目標は
国家政策と整合し
ているといえる。
・上記の国際的な動
きは各国の持つ計
量標準の同等性、
透明性を高めるこ
とにより国際貿易
を促進することを
目的としており、
国際貿易での受益
者は民間企業であ
ることから、国家
計量標準システム
を確立することに
対する民間企業の
ニーズは高いとい
える。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

・マレイシア政府は、経済基盤の強化
のために、産業を支える基盤技術で
ある計量標準の高度化が必要と認識
している。1981年から1985年まで実
施されたプロジェクト方式技術協力
においては、長さ、質量、温度、体
積、及び電気の計量標準が確立・整
備され、初期の成果を達成した。そ
の後、マレイシア産業界の急速な発
展を背景に、より高い精度の計量標
準の整備が必要となり、計量セン
ターの機能強化を目的として、本プ
ロジェクトが1996年から開始されて
いる。
・近年、貿易障壁を取り除くために、
各国が持つ計量標準の同等性を確保
し、各種試験・検査を相互承認して
いこうとする動きがある。これに対
応するためには、マレイシア国の国
家計量標準システムが法的・技術的
に確立されることが必要となってい
る。
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(4) 案件の妥当性
　（続き）

・プロジェクト目標
と上位目標との整
合性、実施機関の
ニーズとの整合性
の確認を通じ、現
時点、さらに協力
終了後におけるプ
ロジェクト目標の
妥当性を確認す
る。

・上位目標、プロ
ジェクト目標、成
果及び投入の相互
関連性について、
計画設定の妥当性
について確認す
る。
・ニーズ把握、プロ
ジェクトの計画立
案のプロセス、相
手国実施体制、国
内支援体制等の観
点から、妥当性を
欠いた要因の有無
を確認する。

・NMCにおいて計量
標準が高い精度で
維持管理されるこ
とは、国家計量標
準システムの確立
に技術的な面から
貢献することにな
ることから、プロ
ジェクト目標は上
位目標と整合して
おり、現時点、さ
らに協力終了後に
おいても、妥当で
あるといえる。
・計画策定段階にお
いて、NMCの計量
標準研究所として
の品質管理体制が
十分には把握され
ておらず、技術移
転項目としても明
確化されていな
かったため、プロ
ジェクトにおいて
対応する範囲が不
明確であった。
・一部技術的な目標
設定についての日
本・マレイシア間
の協議が十分でな
く、その後の技術
移転活動におい
て、専門家への負
担が大きくなった
部分があるが、全
体としてはC/Pへ
の技術移転は着実
に進捗し、計画設
定の内容はおおむ
ね妥当であったと
判断される。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果
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(5) プロジェクトの
自立発展性の見
通し

　1)組織的側面

　2)財政的側面

・国家計量システム
法の法制化の現状
を確認する。

・NMCの今後の組織
体制・運営管理に
関する計画を確認
する。

・NMCの予算・実績
額、及び一般的な
機材の保守管理に
加えて、今後の標
準器の定期校正に
必要な予算、及び
国際比較への参加
に必要な予算の措
置に対する見通し
を確認する。

・科学技術環境省
（MOSTE）が進め
ている国家計量シ
ステム法の法制化
については、年内
にC a b i n e t
Approval、来年
早々にParliament
Approvalが得られ
る見通しである
旨、聴取した。
　　国家計量システ
ム法成立により、
マレイシアにおけ
る計量に関する全
体調整機関（NMC
が指名される可能
性が高い）が設置
され、計量関係機
関の役割分担が明
確化される見通し
である旨、聴取し
た。
・NMCは計量管理体
制を整備し、2000
年内にISO/IEC170
  25を取得すべく準
備中であることを
確認した。

・NMCの予算は現在
まで100％政府よ
り支出されてい
る。政府は計量標
準の重要性を認識
していることか
ら、第８次マレイ
シア計画（2001-
2005）のもとでも
一定の予算は確保
されると見込まれ
る。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

　専門家チームからの報告によれば、
以下のとおり。
・NMCは、公社化されたSIRIMの一研究
所であるが、実質的な国家計量標準
研究所として国家標準の供給を行っ
ている。現在マレイシアでは、1999
年成立を目途に国家計量システム法
の法制化が進められており、その中
で、マレイシアの計量標準システム
を一元的に監督するNational Mea-
surement Standards Laboratory
（NMSL）が指名される予定である
が、NMCがその任務を担うことが期
待されている。
・NMCにおいては、測定環境整備につ
いては不十分な面があるものの、機
材はよく維持管理されている。ま
た、運営管理体制に大きな問題は見
られないが、独自の広報部門を持た
ず、SIRIMがカバーしているため、
効果的な広報活動を行うことができ
ない。

・専門家チームからの報告によれば、
これまで本プロジェクトに必要な予
算は政府支出として確保されてきて
おり、計量標準の社会的重要性を考
えると、今後とも一定の予算は確保
されると見込まれる。
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　2)財政的側面
　（続き）

　3)技術的側面 ・NMCに移転された
技術の維持・発展
のための方策を確
認する。

・また、計量標準機
材の定期校正や保
守管理に必要な予
算も現在まで確保
されており、今後
も確保される見通
しであると見込ま
れる。
・新センター建設・
移転費用について
は、第７次マレイ
シア計画（1996-
2000）で開発予算
(Capital Budget)
として計上されて
おり、建設が遅れ
た場合には、2001
年に繰り越しが可
能である旨、聴取
した。

・左記を確認した。
　また、今後もAPMP
域内及び二国間の
国際比較を継続す
る予定である旨、
聴取した。
・また、新センター
への移転により、
計量標準の精度向
上とともに分野・
種類・領域を拡張
するため、より広
い研究室スペース
が確保され、空調
などの測定環境も
より整備されるも
のと期待される。
　　一方、移転に伴
い、職員の離職が
懸念されるが、離
職を可能な限り防
ぐための方策を講
じる予定である
旨、聴取した。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

・専門家チームからの報告によれば、
協力期間内に、NMCが独自に活動を
継続できるだけの技術レベルに達す
る見込みであり、また、移転した技
術を維持・発展させるためのベース
となる計測管理体制も整備が進めら
れつつある。
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(6) プロジェクト終
了の見通し

(7) 教訓・提言

４　合同調整委員会
の開催

(1) 協力期間内の協
力

・上記(1)～(5)の調
査結果に従い、本
プロジェクトの協
力期間内での終了
見通しを確認す
る。
・協力期間終了後の
研究所移転に係る
協力の必要性につ
いては、4( 2 )参
照。

・本調査結果を総合
し、受入国側関係
機関に対する、プ
ロジェクトの今後
のあり方について
の短期・長期の提
言、及び将来開始
される類似のプロ
ジェクトへの教訓
を導き出す。

・上記３で取りまと
めた合同評価報告
書の評価結果を承
認するとともに、
下記について対処
方針に従い協議
し、ミニッツに取
りまとめ、署名・
交換する。

・左記を確認し、ミ
ニッツに記載す
る。

・プロジェクトは協
力期間内に目標を
達成する見込みで
あることを確認
し、ミニッツに記
載した。
・協力期間終了後の
研究所移転に係る
協力については、
4(2)参照。

・教訓・提言につい
ては終了時評価調
査表を参照。

・合同評価報告書の
評価結果を承認す
るとともに、下記
について協議し、
ミニッツに取りま
とめ、署名・交換
した。

・左記を確認し、ミ
ニッツに記載し
た。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

・専門家チームから、本プロジェクト
は、所期の目標を達成し、プロジェ
クト期間内に技術移転が終了する見
込みであることをマレイシア側と確
認した旨、報告されている。

・1998年10月に見直した1999年度暫定
実施計画に従って、プロジェクト終
了までの協力を実施する。
　(1999年10月以降の投入計画)
　(1) 長期専門家（2000/2まで）
　　　　　　　　　　　：４名
　　a)チーフアドバイザー
　　b)業務調整員
　　c)長さ
　　d)電気
　(2) 短期専門家：1名
　　a)高周波パワー（電気）
　(3) C/P研修：なし
　(4) 機材供与：なし
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(2) 協力期間終了後
の研究所移転に
係る協力

(1) 移転に係る日本
側の協力として
は、次の三つのオ
プションが考えら
れる。
　1)プロジェクトは
予定どおり終了
し、個別専門家
を派遣する。

　2 )アフターケア
（A / C ）のス
キームにより専
門家を派遣す
る。

　3)プロジェクトの
部分延長である
フォローアップ
スキームにより
協力を行う。た
だし、フォロー
アップの実施に
あたっては条件
を設定し、条件
が満たされるこ
とを前提とす
る。

(2) このうち1)につ
いては、プロジェ
クトが作成した協
力案にあるような
機材据え付け・再
調整のための専門
家を、個別専門家
として複数派遣す
るのは、個別専門
家枠の制約から難
しいと考えられ
る。
　　また2)について
は、A/Cは、プロ
ジェクト協力期間
終了後、通常３年
以上経過したプロ
ジェクトに対し、
（先方実施機関が
単独で運営した結
果を踏まえての）
補完的な技術指導
を行うものであ
り、一方、本件移
転に係る協力の場
合、プロジェクト

・マレイシア側よ
り、移転に際し、
計量標準機材の精
度が低下すること
が懸念され、マレ
イシア側が対応で
きない部分につい
て日本側の技術支
援を要望したい
旨、発言があっ
た。
　　これに対し、当
方としても上記に
対応したフォロー
アップ協力の必要
性があることを確
認した。
　　（フォローアッ
プ協力実施の前提
条件については、
以下を参照）

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

・1998年９月の巡回指導時に、先方か
ら、移転に際し、精密機器の再据え
付け、検査・試運転等の一連の作業
について、短期専門家の派遣を要望
したい旨の発言があった。
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(2) 協力期間終了後
の研究所移転に
係る協力

　（続き）

　

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

　 自体との継続性
が 高 い こ と か
ら、A/Cはなじま
ないと考えられ
る。
(3) 従って、今次
調 査 に お い て
は、以下の1 )、
2 )をもって先方
との協議に臨む
とともに、フォ
ローアップ協力
の実施の前提条
件及び移転に際
しての投入計画
案 を 協 議 の う
え、確認する。
　1)技術移転はプ
ロジェクト目
標を達成し、
終了するもの
の、上記(1)3)
による協力を
検討する。

　　（機材が据え
付けられ、維
持・管理され
ることがプロ
ジェクトの成
果の１つ（PDM
Output 1）であ
るが、移転に
際して、この
成果が損なわ
れ、ひいては
目標達成度の
低下につなが
ることが懸念
されることか
ら、この目標
達成度が低下
す る 部 分 を
フォローアッ
プにより対応
する。）

　2)移転に係る以
下 の 条 件 が
整 っ た 時 点
で、先方から
フォローアッ
プ協力の要請
を提出してもら
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(2) 協力期間終了後
の研究所移転に
係る協力

　（続き）

・10／27に財務省に
より新センターの
建設業者決定に対
する承認がなされ
た。今後年内に着
工、2000年12月ま
でに完成の見込み
である旨、聴取
し、ミニッツに記
載した。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

・専門家チームからの報告によると、
移転計画の現状は以下のとおりであ
る。
　1999年10月：建設業者決定
　1999年11月：着工
　（工期14から18か月）
　2001年２～６月：
　　　　　　　完工、移転開始

　 い、フォロー
アップ協力の
実施の可否を
検討すること
とする。

　　a)研究所の建
設が、ある段
階（プロジェ
クトと要検
討、例：建屋
完成）まで進
捗する。　

　　b)移転に係る
マレイシア側
予算が確保さ
れる。

　3)上記2)の条件
設定について
は、新研究所
の詳細な建築
スケジュール
及び建築仕様
を確認し、同
スケジュール
にあわせて必
要となる日本
側の技術支援
のタイミング
及び内容を検
討 し た う え
で、協議・確
定することと
する。
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(2) 協力期間終了後
の研究所移転に
係る協力

　（続き）

・先方から左記に加
え、研究所移転対
策として、以下の
内容の支援に対す
る要望があった。
　1)研究所移転作業
に係る全般的な
指導・助言を行
う。

　2)及び左記(2)の
個々の機材の移
設を円滑に行う
ため、移転の全
体計画と、個々
の機材について
の移設計画との
調整を行う。

　　（N M C 、日本
メーカー、移転
業者との調整）

・以上を踏まえ、
フォローアップ協
力の暫定投入計画
案を先方と協議・
作成し、ミニッツ
に添付した。
・フォローアップ協
力実施の前提条件
について、先方と
協議・確認し、以
下の前提条件をミ
ニッツに記載し
た。
　1)新センター建設
計画及び移転計
画が策定され
る。

　2)移転業者との契
約がなされる。

　3)移転後の各研究
室における人員
が確保される。

　4)移転費用が確保
される。

・また、新センター
建設の進捗状況を
はじめとして、上
記の前提条件の進
捗をモニターし、
進捗状況報告を四
半期ごとにJICA事
務所に提出するよ

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

・また、専門家チームが取りまとめた
先方からの要望内容は以下のとおり
である。

(1) 建物完成時の受入検査（温度、電
磁波環境等の環境条件がスペック
を満たしているか）への支援

(2) 精密機器の分解、梱包、輸送にお
ける助言及び移転後の組立て、再
調整

　以上を踏まえた投入計画案（暫定
案）がプロジェクトにより作成されて
いる。
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(2) 協力期間終了後
の研究所移転に
係る協力

　（続き）

　う先方に依頼し、
理解を得、その
旨、ミニッツに記
載した。
・さらにフォロー
アップ協力実施ま
でのステップを以
下のとおり先方と
確認し、ミニッツ
に記載した。
　1)マレイシア側が
新センターの詳
細建設計画を提
出する。

　2)マレイシア側が
上記前提条件が
満たされたこと
を確認後、それ
らを示す報告を
JICA事務所に提
出する。

　3)関係省庁の合意
　　・承認を得た
後、マレイシア
側がフォロー
アップ協力に対
する正式要請書
を日本政府に提
出する。暫定的
に要請書の提出
期限は2000年12
月とする。

　4)上記要請を受け
て、日本側で、
フォローアップ
協力実施の要
否、内容、時期
についての検討
を行う。

　5)フォローアップ
協力実施につい
ての日本側関係
省庁の承認を得
た後、R/D（及
び要すればミ
ニッツ）に署名
する。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

　 　



－28－

(2) 協力期間終了後
の他のスキーム
による協力

・先方より、NMCは
2000年内にISO/
IEC 17025の取得
をめざしており、
その準備状況の確
認・助言を行うこ
とを目的とした計
量管理分野の個別
専門家に対する要
請書を提出した
旨、説明があっ
た。

　　 調査項目  　　　　　現状及び問題点 　　 対処方針 　 調査・協議結果

・プロジェクトが作成した協力案にお
いては、2002年度からのアフターケ
ア（A/C）が想定されている。
・2000年度要請案件として、個別専門
家（計測管理）に係るA1フォームが
提出されている。

・アフターケアス
キーム及び第三
国研修スキーム
について、先方
に説明し、先方
から何らかの要
望が出された場
合には、聞き置
き持ち帰る。
・個別専門家につ
いては、具体的
な要望内容を確
認した上で、技
術 的 な 観 点 か
ら、ノンコミッ
タルベースでコ
メントするにと
どめ、結果をミ
ニッツに記載す
る。
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第４　調査団所見（留意事項）第４　調査団所見（留意事項）第４　調査団所見（留意事項）第４　調査団所見（留意事項）第４　調査団所見（留意事項）

　本調査を通じ、本プロジェクトは、2000年２月末、成功裏に終了する見込みであることを確認

した。すなわち前述のとおり、本プロジェクトは、評価５項目のいずれについてもとくに問題は

なく、すべての面において満足できる結果（成果）を得たこと、そしてプロジェクト終了後、NMC

はこれまでの移転技術を基に独自の発展を遂げるに十分な技術力を備えるに至ったことを確認し

た。こうした結果は、日本・マレイシア両国のすべてのプロジェクト関係者が、本プロジェクト

の成功に向けて力を合わせ努力を積み重ねてきたことを示すものであり、両国の関係者に心から

敬意と感謝を表したい。

　留意事項として、今後我が国はNMCの移転計画の進捗を見守っていく必要がある。すなわち、

ミニッツで確認した手順に従い、「前提条件」の充足状況を確認しながら、その結果に基づき

フォローアップ実施の準備を行うことが必要である。そのため、今後一定期間（少なくとも2000

年12月末まで）、当該業務を行う担当者を置くことが必要である。

　本プロジェクトはマレイシア（NMC）の技術力向上に寄与しようとするものであり、その果実

であるNMCは十分の技術力を備えるに至ったが、今後NMCが新地へ移転することにより、これまで

に移転・確立されたNMCの技術力が低下する恐れがある。これを補う支援を行いNMCにおける技術

力の維持、向上を図ることが、フォローアップ協力の狙いである。NMCの技術力の向上、発展に

ついては、マレイシアの企業からはもちろん、マレイシアに進出立地している多くの日系企業か

らも大きな期待が寄せられている。それゆえ、フォローアップ協力は、我が国にとっても極めて

意義のある協力となるものである。
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